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５ 地価調査価格表の利用についての注意 

 

 （各市町別平均価格等について） 

 

  地価調査価格の地域別、市町別、用途地域別平均価格は、個々の基準地の価格を集計したものを基準地数で 

除したものであるから、これをもってその市町の平均価格はいくらであるといった表現は避けるべきである。 

その理由は、大部分の市町の基準地の設定数が９地点以下と少ないことから、個別の基準地の要因が大きく作 

用していること、及び既に地価公示の標準地が設定されている市町にあっては、当該地価公示の標準地との均 

衡を考えて設定していること、例えば、地価公示で代表的な商業地域の中から選定しているときは、地価調査 

では、当該地域以外で代表的な商業地域の中から選定することとなる等という設定方法をとっているためで 

ある。 

 

 （地価調査価格について） 

 

  地価調査の各基準地は、当該基準地を含む地域で当該基準地の用途と土地の用途が同質と認められる近隣地域 

 内において、土地の利用状況、環境、地積、形状等がおおむね通常と認められる地点を選んで設けられているた 

 め、それぞれの基準地の１㎡当たりの価格についても、その当該地域内において標準となる基準地の価格が表示 

 されている。この地価調査価格の利用については、当該基準地の個別的要因及びその周辺の土地の利用状況等を 

 十分理解し利用することが必要である。 

 


